
 In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka Metropolitan University   

Osaka Metropolitan University 

 

 

Title 公立図書館における電子書籍及び電子資料の収集・提供の現状と課題 

Author 髙橋, あづみ / 川瀬, 綾子 / 北, 克一 

Citation 情報学. 14巻 1号, p.50-79. 

Issue Date 2017 

ISSN 1349-4511 

Type Departmental Bulletin Paper 

Textversion Publisher 

Publisher 大阪市立大学創造都市研究科情報学専攻 

Description  

DOI  

 

Placed on: Osaka City University 



 50  

公立図書館における電子書籍及び電子資料の収集・提供の現状と課題 
 

Current Status and Issues related to Collection and Provision of Electronic Books 
and Materials at Japanese Public Libraries 

	
	 髙橋あづみ†	 川瀬綾子††	 北克一†††	  

TAKAHASHI Azumi†, KAWASE Ayako††,	 KITA Katsuichi †††	  
 

要旨：電子書籍を取り巻く動向はコンテンツ数の増加やタブレット端末の販売等により、年

を追う毎に好条件となり、市場規模は「電子書籍元年」と言われた 2010 年以降急速に拡大して

いる。しかしながら、国内の公立図書館の電子書籍の導入に目を向けると、その普及は遅々とし

て進んでいない。本研究は、日本の公立図書館の電子書籍導入、保存、提供の現状課題を明らか

にし、公立図書館と出版社などの双方にメリットのある仕組みを考える基礎として現状を整理

し、かつ郷土資料等の電子化と提供についても取り上げ、公立図書館が今後取り組むべき方向

性を考察することを目的とする。	

	  
キーワード：電子書籍、デジタルアーカイブ、公立図書館 
Keywords：E-Books, Digital Archive, Public Libraries  
 
 

１．はじめに	

日本の電子書籍の市場規模は「電子書籍元年」と

言われた 2010 年以降急速に拡大し続けている。イ

ンプレス総合研究所による調査では、2015 年度の電

子書籍の市場規模は 1,584 億円(対前年比 25.1％増)
となっている。一方、電子雑誌市場規模は 242 億円

（対前年比 66.9％増）と推計され、電子書籍と電子

雑誌を合わせた電子出版市場は推定累計 1,826 億円

となっており、2016 年度も市場は拡大基調が続いて

いる1。また、同研究所の予測では、2020 年度には

電子書籍の市場規模は 3,000 億円に達するとされて

いる2。	

一方、全国出版協会による調査では、2015 年度の

電子書籍の市場規模は 1,502 億円と前年比 31.3%増

である。内訳は、電子コミックス 1,149 億円(30.3%
増)、一般電子書籍(18.8%増)、電子雑誌 125 億円

(78.6%増)である3。	

両者は、集計単位が年度単位と暦年単位の相違が

あり、また集計対象とした電子書籍の範囲が明	
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確に示されていないため、計に多少の差異はあるも

のの、いずれも電子書籍が出版業界において無視で

きない存在となっていることを示している。	

しかしながら、国内の公立図書館の電子書籍の導

入に目を向けると、その普及は遅々として進んでい

ない。	

文部科学省委託研究『平成 27 年度「生涯学習施

策に関する調査研究」公立図書館の実態に関する調

査研究」報告書』の調査結果によると、電子書籍や

電子化された資料を提供していると回答したのは、

2,456 館中 389 館であり、15.8％にとどまっている
4。また、未回答館 224 館を除いた 2,232 館であって

も 17.4％と実に少数である。また、『電子図書館・電

子書籍貸出サービス調査報告書 2016』によると、

2016年 10月現在の電子書籍貸出サービス導入館は

53 館（自治体ベース）であり、全国の公立図書館（中

央館ベース）1,352 館から考えると、3.9％と非常に

少数に留まっている5。	

一方で、各公立図書館が所有する郷土資料等を中

心に、電子化し、ウェブ上で一般公開するケースが

増えてきており、電子出版制作・流通協議会が行な

っている調査では、デジタルアーカイブを提供して

いると回答した館は全体の 21.5%(前年度比 7.5%
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増)となっている6。ウェブ上での郷土資料等の公開

により、地域の遺産(レガシー)を広く知らしめられ

る環境が始まりつつある。	

本研究は、日本の公立図書館の電子書籍導入、保

存、提供の現状課題を明らかにし、公立図書館と出

版社などの双方にメリットのある仕組みを考える

基礎として現状を整理し、かつ郷土資料等の電子化

と提供についても取り上げ、公立図書館が今後取り

組むべき方向性を考察することを目的とする。	

なお、本論では、概ね 2016 年 12 月末までの情報

環境を基礎とし、かつ公立図書館に関わるものの中

で、「図書館向けに一般電子書籍ベンダーが提供す

る電子書籍」、「図書館でデジタルアーカイブされた

資料の公開」の二つの電子書籍を取り上げる。	

 
２．日本国内の公立図書館の商用電子書籍導入の

問題点と課題	  
本章では、日本国内の公立図書館の商用電子書

籍導入の状況を踏まえ、電子書籍導入の問題点と

課題を出版社側と公立図書館側に分けて考察して

いく。 
 
2.1  公立図書館の商用電子書籍導入の根拠 
	 公立図書館は、図書館法第二条により、「（前略）

図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保

存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研

究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする

施設（後略）」と定義されている。また、第三条には、

「図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一

般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び

家庭教育の向上に資することとなるように留意し、

おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければな

らない。」とし、「1．郷土資料、地方行政資料、美術

品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、

図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られ

た記録をいう。）を含む。以下「図書館資料」という。）

を収集し、一般公衆の利用に供すること。」と公立図

書館の職務を義務付けている7。 
	 また、「図書館の自由に関する宣言」8では「すべ

ての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し

利用する権利を有する。この権利を社会的に保障す

ることは、すなわち知る自由を保障することである。

図書館は、まさにこのことに責任を負う機関であ

る。」と図書館のあるべき姿を示している。つまり、

電子書籍をも収集・提供の対象とするのは公立図書

館の責務であろう。 
また公立図書館における電子書籍の有用性とし

ては、例えば、障碍者サービスや高齢者サービス、

非来館者サービス、レファレンスの質の向上が挙げ

られよう。 
今までの公立図書館における視覚障碍者に対す

る資料提供サービスは、デジタル録音図書「DAISY」、
大活字本等の提供、対面朗読を指していた。しかし、

電子書籍では、テキストデータの読み上げ、文字の

拡大は容易となる。 
2016年4月に「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」が施行されたことで、電子書籍に

も注目が集まった。施行される前年の10月に行われ

た第101回全国図書館大会東京大会では、障碍者サ

ービスのひとつとして電子書籍を取り上げ、「図書

館向け電子書籍サービスシステムのアクセシビリ

ティの現状と課題」をテーマに報告を行っている9。 
また、資料の全文検索が可能となることで、レフ

ァレンスの幅を広げ、さらに確実性を上げることが

でき、利用者の要望に迅速に応えられる可能性が高

まる。利用者が自身で資料を探す手助けにもなり、

資料探索の効率化には電子書籍は有効であると言

える。 
反面、全文検索が可能な電子書籍の増大は、イン

ターネット情報資源の氾濫と相まって、情報の爆発

を引き起こす。検索エンジンの高度化と共に、ディ

スカバリーOPACなどの公立図書館による高度検索

機能の提供が期待される。 
 

2.2  商用電子書籍導入の先駆的事例 
公立図書館での電子書籍導入は、2002年6月に北

海道岩見沢市図書館においてサービスを開始した

の が 始 ま り で あ る 。 電 子 書 籍 販 売 サ イ ト

「10daysbook」を運営するイーブックイニシアティ

ブジャパンから電子文庫を一括購入し、岩波文庫や

東洋文庫、マンガ等の電子コンテンツを館内のパソ

コンで閲覧できるようにした。しかし、いち早く電

子書籍を導入した岩見沢市図書館であるが、イーブ

ックイニシアティブジャパンの撤収に伴いサービ
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スを終了することとなった。 
次に電子書籍の導入を試みたのは、生駒市立図書

館である。2005年5月に生駒市立図書館は、実証実

験として電子出版事業会社であるパブリッシング

リンクと提携し、ソニーの電子書籍端末LIBRIéの利

用者への貸出と共に、電子書籍販売サイト

「TimebookTown」で提供される電子書籍を閲覧で

きるサービスを開始した。 
北海道岩見沢市図書館とは異なり、電子書籍端末

の貸出を全国で初めて導入した公立図書館である。

約2,900タイトルの電子書籍が閲覧できるようにな

ったが、TimebookTownが2009年2月末をもってサ

ービスを中止することになり、2008年12月末で電子

書籍の提供を終了することとなった10。 
この2館の取り組みは国内公立図書館での電子書

籍導入事例が無い中での先駆的な取り組みであっ

た。他館が電子書籍導入を検討する上での先駆的事

例となった点では一定の評価が出来よう。 
例えば、岩見沢市図書館のように館内での閲覧の

みでは非来館者サービスといったサービスの向上

には繋がることは無い。生駒市立図書館では電子書

籍端末がまだ普及する初期段階であったこともあ

り、電子書籍端末の貸出をも含めた電子書籍貸出サ

ービスの提供を進行していった点は岩見沢市図書

館の事例を踏まえてのことであろう。 
また電子書籍の契約先の事業撤退という辛酸を

舐める危機感、そのような危機に対してどのような

対応を取るべきかといったことも検討する機会と

なった。 
その後、2007年11月に千代田Web図書館が電子

書籍サービスを導入した11。 
千代田Web図書館の電子書籍サービスは当初、小

学館など16社の出版社からコンテンツを400万円で

購入し、約3,000タイトルの提供から始まった。利用

対象は2008年3月末までは区内在住者に限定されて

いたが、2008年7月から区内在勤・通学者へ拡大し、

1人につき上限5冊を2週間までの貸出とし、2週間の

貸出期間が過ぎるとパソコン上から自動消滅する

仕組みとなっている。同時貸出は出来ず、1冊につき

1人までとし、また、電子書籍の画面印刷は不可能と

する等、出版社へ配慮している。 
『千代田区立図書館年報平成27年度』によると、

電子書籍の所蔵数は7,864冊、閲覧件数26,627件、貸

出件数5,458件となっている12。 
 
2.3  商用電子書籍導入の現状 
日本国内で電子書籍サービスを行っている公立

図書館は非常に少数である。文部科学省委託研究

『平成27年度「生涯学習施策に関する調査研究」公

立図書館の実態に関する調査研究」報告書』（以下、

『文部科学省委託研究』）の調査結果によると、電子

書籍や電子化された資料を提供していると回答し

たのは、2,456館中389館であり、15.8％にとどまっ

ている。また、未回答館224館を除いた2,232館であ

っても17.4％と実に少数である。そして電子書籍や

電子化された資料を提供していないと答えた割合

は70％であった（表1）。 
 

表1	 電子書籍や電子化された資料を提供している

か、予定はあるか 

 
一方、『電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報

告2016』（以下、『調査報告2016』）の調査結果によ

ると、電子書籍の導入館は2016年10月現在53館（自

治体ベース）であり、全国の公立図書館（中央館ベ

ース）1,352館から考えると、3.9％と非常に少数で

ある。なお、巻末に示した別表1は公立図書館におけ

る電子書籍導入館である。 
以下に示す『調査報告2016』は中央館ベース及び

商用電子書籍の状況で調査しているため、『文部科

学省委託研究』とは結果が異なるが、どちらも公立

図書館における電子書籍サービスの提供の現状と

しては未だに黎明期と言える。 
別表1のように、公立図書館に電子書籍を提供し

ているベンダーは、図書館流通センター（TRC 
Library Service Inc.	 以下、TRC）のTRC-Digital 
Library（以下、TRC-DL）が42館、メディアドゥと

OverDrive共同のOverDrive Japanが3館、紀伊國屋

電子書籍や電子化された資料を

提供しているか、予定はあるか 
件数 割合 

①提供している 389 15.8% 

②提供していない 1,718 70.0% 

③提供予定である 125 5.1% 

未回答 224 9.1% 

計 2,456 100.0% 
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書店のNetLibraryが2館、日本電子図書館サービス

のLibrariEが1館、I-NEOのLib.Proが1館、佐賀県武

雄市図書館の「武雄市MY図書館」1館、秋田県立図

書館の「経葉デジタルライブラリ」1館、そして群馬

県明和町の「明和町電子図書館サービス」、東京都中

野区立図書館の「なかのイーブックスポット」はそ

れぞれ凸版印刷が提供元という現状である13。 
なお、2016年11月に日本電子図書館サービスと

TRCは電子書籍事業の業務提携を行うことになっ

た。次章に詳述する。 
2016年に電子出版制作・流通協議会が行った「公

共図書館の電子図書館・電子サービス等のアンケー

ト」によると、電子書籍サービスの実施予定につい

ては、「電子書籍サービスを実施する予定はない」と

回答した館が70.6%であった。このパーセンテージ

は、先述した『文部科学省委託研究』と同等値であ

る。 
『文部科学省委託研究』では、公立図書館の運営

形態と電子資料の提供状況とのクロス集計も行っ

ており、運営形態ごとに電子書籍等の提供率に差異

が見られた。 
運営形態ごとの電子資料の提供率は、提供率の高

い順に、「③指定管理者制度」（21.6%）、「②業務の一

部を委託」（16.3%）、「①直営」（14.4%）、「④その他」

（13.5%）となっている。ここで、提供予定であると

回答した公立図書館を加えると、「③指定管理者制

度」（27.5%）、「②業務の一部を委託」（25.5%）、「④

その他」（18.9%）、「①直営」（18.4%）となる。 
この結果から分かるように、指定管理者制度を導

入している公立図書館の方が電子書籍等の提供率

が高い（別表3）。また、『調査報告2016』で商用電子

書籍を導入していると回答した53館中、各公立図書

館のホームページや日本図書館協会の調査で公表

している館のみを数えても、半数を超える30館が指

定管理者制度のもとでの運営となっている14。 
	 更に、『文部科学省委託研究』では、電子書籍や電

子化した資料を提供していると回答した389 館が

どのような種類の電子資料を提供しているのかも

調査している。多い順に、「②郷土資料、地域行政資

料、特別コレクション等をデジタル化した資料」289 
館（74.3%）、「①商業的に流通している電子資料」

145 館（37.3%）であった。また、「③その他」の例

としては、DAISY 図書や国立国会図書館デジタル

化資料送信サービスが挙げられていた（表2）。 
 
表 2	 提供している電子資料の種類	

提供している電子資料の種類 件数 割合 

①商業的に流通している電子資料 145 37.3% 

②郷土資料、地域行政資料、特殊コ

レクション等をデジタル化した資料 
289 74.3% 

③その他 40 10.3% 

未回答 7 1.8% 

計 481 100.0% 

回答対象館数 389 （複数回答可） 

 
	 また、これらの集計から、公立図書館の運営形態

と、提供している電子資料の種類のクロス集計（別

表3）を見ると、提供している電子資料の種類別では、

「②郷土資料、地方行政資料、特別コレクション等

をデジタル化した資料」については、「①直営」

（61.6%）が も多く、「②業務の一部を委託」

（60.6%）、「④その他」（57.1%）、「③指定管理者制

度」（56.3%）の順となっている。 
一方、「①商業的に流通している電子資料」となる

と、「③指定管理者制度」（35.3%）が も多く、「①

直営」（29.1%）、「④その他」（28.6%）、「②業務の一

部を委託」（25.8%）と続いている。 
総じて運営形態による差異が、提供している電子

資料の種類の割合にも変化を及ぼしていることが

分かる。 
つまり、指定管理者制度での運営館では、非商

用電子資料となる郷土資料、地方行政資料、特別

コレクション等をデジタル化した資料の保存、提

供が薄手になってしまっていることが伺える。こ

れら地域の遺産をどのように収集し、保存し、提

供していくかが今後の課題となろう。地方行政資

料のアーカイブは指定管理者制度の下では難しい

のであろうか。今後の調査が必要となろう。 
	 次に、『文部科学省委託研究』では、利用者がどの

ような方法で電子資料を利用することができるの

かについても調査している。その結果（表3）、「①館

内設置機器で閲覧」が 多の272館（69.9%）となっ

ており、「②利用者所有の端末で閲覧」が262館
（67.4%）、「②図書館所有の端末を貸出（館内）」は

42館（10.8%）、「③図書館所有の端末を貸出（館外）」
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は8館（2.1%）であった。この調査では、「①館内設

置機器で閲覧」のみを許可しているのか、図書館外

でも閲覧が可能なのかが分からない。図書館外でも

閲覧が可能な状況でない限り、利用者に有益なサー

ビスとは言い難い。 
 
表 3	 サービスの利用方法の種類	

サービスの利用方法の種類 件数 割合 

①館内設置機器で閲覧 272 69.9% 

②図書館所有の端末を貸出

（館内） 
42 10.8% 

③図書館所有の端末を貸出

（館外） 
8 2.1% 

④利用者所有の端末で閲覧 262 67.4% 

未回答 13 3.3% 

計 593 100.0% 

回答対象館数 389 （複数回答可） 

 
次に、提供している電子資料のタイトル数の調

査では、平均値は13,614タイトルであったが、中

央値は88タイトルであり、回答館した389館の半数

以上の185館（52.1%）が100タイトル以下という

現状である。また、提供している電子資料の種類

と提供資料のタイトル数のクロス集計では、「①商

業的に流通している電子資料」のみを提供してい

る場合の電子資料の平均値は524タイトル、中央値

は38タイトルであった。一方、「②デジタル化した

資料」のみを提供している場合の電子資料の平均

値は2,548、中央値は60タイトルという結果であっ

た（表4）。 
「その他」がどのようなデータなのかがこの調

査では具体的に示されていないため、不明である

が、商用電子書籍、非商用電子書籍問わずタイト

ル数は非常に少なく、中身が乏しい現状にあるこ

とが分かる。公立図書館に提供される電子資料の

数が少ないためか、購入する資金が乏しいのか、

職員の体制が整わないのか、原因を探る必要があ

ろう。 
 

	

	

	

表 4	 提供している電子資料の種類ごとのタイトル

数	

  平均値 中央値 件数 割合 

①商業的に流通してい

る電子資料 
524 38 61 17.3% 

②デジタル化した資料 2,548 60 194 55.0% 

③その他 257,155 14 16 4.5% 

①＋② 2,168 2,094 66 18.7% 

①＋②＋③ 7,682 7,682 4 1.1% 

①＋③ 4 5 5 1.4% 

②＋③ 2,630 11 7 2.0% 

 
電子資料を提供する職員の体制について、担当

者の有無、専任・兼任の別、担当職員数を調査し

た結果によると、電子資料の提供について「①専

任」の担当職員が存在すると回答したのは14館
（3.6%）と非常に少数であり、「②兼任」の担当職

員が存在すると回答したのは137館（35.2%）であ

った。 
また、「③決まった担当者はいない」とする公立

図書館が228館（58.6%）と も多く、人的欠如が

伺える。地域資料の収集、保存にはデジタルアー

カイブに特化した専門的な人的資源の確保も必要

となろう（図1）。 
 
図 1	 電子資料を提供する職員の体制	

 
 

 
	 次に、実施館と未実施館に分けてアンケート回答

を見る(図2)。2016年に電子出版制作・流通協議会が

行った「公共図書館の電子図書館・電子サービス等

のアンケート」で「電子書籍貸出サービスの電子書

20

228

137

14

0 50 100 150 200 250

未回答

③決まった担当者は

いない

②兼任

①専任
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籍コンテンツで懸念されている事項」に関して、電

子書籍サービス実施館では次の3点が上位回答であ

った。「新刊のコンテンツが提供されにくい」が

89.7%、「コンテンツの価格(が高い)」が86.2%、「提

供されているコンテンツが少ない」が82.8%である。 
	 一方、電子書籍サービス未実施館による回答では、

「コンテンツの価格(が高い)」が60.0%、「提供され

ているコンテンツが少ない」が58.4%、「新刊のコン

テンツが提供されにくい」が34.6%である。 
	

図 2	 電子書籍電子書籍貸出サービスで懸念されて

いる事項（電子書籍コンテンツ）関連『電子図書館・

電子書籍貸出サービス調査報告 2016』p.26 

	

 
	 電子書籍サービス未実施館と実施館を比較する

と、まず、「電子書籍貸出サービスの電子書籍コンテ

ンツで懸念されている事項」は、上位の項目は同じ

だが、実施館の選択ポイントがすべて大きく上回っ

ており、特に新刊のコンテンツに関しては

54.6%(89.2% - 34.6%)もの差異がある。これは、実

施館では新刊提供タイトルの問題やコンテンツの

価格が顕在化しており、未実施館が考えている以上

にその問題は大きいということであろう。なお、こ

れらはいずれも紙書籍の流通状況と比較しての事

項である。 
	 また、「電子書籍貸出サービスで懸念されている

事項（電子書籍コンテンツ以外）」では、「予算の確

保」が65.5%、「電子書籍貸出サービスが継続される

かどうか」が37.9%、「自治体や議会等に電子書籍貸

出サービスについて理解を得ること」と「電子書籍

貸出サービスを実施するための十分な知識（経験）

がない」が同率で17.2%となっている15。 
	 一方、「電子書籍貸出サービスで懸念されている

事項（電子書籍コンテンツ以外）」に関して、未実施

館による回答では、「予算の確保」が74.6%を占め、

「電子書籍貸出サービスを実施するための十分な

知識（経験）がない」が53.8%、「電子書籍貸出サー

ビスが継続されるかどうか」が50.1%と続いている。 
	 両者を比較すると、実施館の選択にある「自治体

や議会等に電子書籍貸出サービスについて理解を

得ること」という項目以外は、実施館と未実施館と

もに同一項目を選択している。「予算の確保」、「電子

書籍貸出サービスが継続されるかどうか」、「電子書

籍貸出サービスを実施するための十分な知識（経験）

がない」の3項目が、両者共に選択している。ただし、

電子書籍コンテンツに関する懸念とは逆に、すべて

未実施館における選択ポイント数が上回っている

（表5）。 
 
表 5	 電子書籍貸出サービスで懸念されている事項

（電子書籍コンテンツ以外）関連	

実施館 未実施館 

予算の確保                        

65.5% 

予算の確保                        

74.6% 

電子書籍貸出サービスが継

続されるかどうか 

                                

37.9% 

電子書籍貸出サービスを実

施するための十分な知識

（経験）がない               

53.8% 

電子書籍貸出サービスを実

施するための十分な知識

（経験）がない               

17.2% 

電子書籍貸出サービスが継

続されるかどうか 

                                 

50.1% 

自治体や議会等に電子書籍

貸出サービスについて理解

を得ること                 

17.2% 

－ 

 
	 つまり、実施館では電子書籍コンテンツに関する

懸念が大きく、未実施館ではコンテンツ以外に関す

る懸念の方が大きいという結果となっている。 
	 項目別に見ると、「予算の確保」という項目は、 

28.1% 

31.1% 

60.0% 

31.4% 

34.6% 

58.4% 

17.2% 

10.3% 

86.2% 

24.1% 

89.7% 

82.8% 

閲覧するビュアー

が自由に選べない

コンテンツ購入の

会計処理の基準

コンテンツの価格

コンテンツの規格

がわかりにくい

新刊のコンテンツ

が提供されにくい

提供されているコ

ンテンツが少ない

実施館

未実施館
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1)疲弊する地方財政下において、図書館費全体の圧

縮圧力の中で、新たなサービスへの予算増額が困難

であり、既存資料費の付け替えには積極的になれな

いという図書館側の事情が推察できる。 
2)また、従来の資料費は図書等を購入する予算であ

り、購入した資料は図書館資産として計上され

る。 
しかし、「電子書籍貸出サービス」は契約対象の

電子書籍に対するアクセス権の確保契約(通常は1年
間単位での契約)であり、新聞などのデータベース

等へのアクセス権契約と同様である。すなわち予

算区分としては、委託費、消耗品費等の経費扱い

となる。 
	 こうした点から、「予算の確保」が困難であると

いう点が、実施館で65.5%、未実施館で74.6%とい

う高いポイントになっている。 
	 「電子書籍貸出サービスが継続されるかどう

か」という項目では、実施館で37.9%、未実施館で

50.1%の高い選択がされており、実施館においても

手探りでの実施のようすが伺える。 
	 「電子書籍貸出サービスを実施するための十分な

知識（経験）」では、実施館では17.2%と少ないが、

未実施館では53.8%と過半数を超えていることは理

解できる。図書館員の知識不足のため、電子書籍の

導入に踏み切れないということであれば、例えば日

本図書館協会等による研修において電子書籍の導

入等も積極的に行う必要があるのではないだろう

か。 
	 また、実施館において「自治体や議会等に電子書

籍貸出サービスについて理解を得ること」が17.2%
選択されているが、従来の紙書籍、雑誌とのサービ

ス差異の説明や理解を得ることの困難さを示して

いるのであろうか。 
	 こうした諸点を総合すると、「電子書籍サービス

を実施する予定はない」と回答した未実施館の主な

要因は、コンテンツに関してよりも、予算や職員側

の知識、電子書籍貸出サービスが継続するかどうか、

といった懸念のためと考えられる。疲弊する地方財

政下で図書館費全体の縮小が進み、一方では専任職

員の減少、嘱託職員・臨時要員等の増加と委託等進

行の図書館職員団体の空洞化の中で、新たなサービ

スへの取り組みに消極的な姿勢がうかがえる。 
 

３．電子書籍提供ベンダー 
	 本章では、公立図書館に電子書籍を提供してい

るベンダーについて、現在の提供者について取り

上げる。 
 
3.1  図書館流通センター	 TRC-DL 
	 初に現時点で 大規模のベンダーであるTRC
から取り上げる。 大規模のベンダーであるの

で、やや詳しく取り扱う。 
 
3.1.1  TRCについて 
	 TRCは1970年代に赤字に陥っていた日本図書館

協会の整理事業部の負債を引き継ぐために1979年
に設立された。出資者は日本図書館協会、学校図書

サービス、出版取次6社（日本出版販売、東京出版販

売、大阪屋、栗田出版販売、日教販、太洋社）、出版

社11社（講談社、小学館、平凡社、新潮社、偕成社、

誠文堂新光社、晶文社、福音館書店、東京大学出版

会、雄山閣出版、大明堂）の計19社による。 
	 1982年よりTRCはTRC MARCの発売を開始し、

2014年４月時点での累積件数は約340万件となって

おり、公立図書館3,226館（日本図書館協会編『日本

の図書館』2014より）の内、2,706館（2015年7月1
日時点）がTRC MARCを使用しており、公立図書館

の約83％が利用していることになる。 
	 また、1996年より図書館の受託を開始しており、

年々その数は増加している。別表4は2016年４月１

日現在のTRCの受託公立図書館数である16。日本図

書館協会「図書館における指定管理者制度の導入の

検討結果について2016年調査（報告）」によると、

2015年度までに指定管理者制度等の導入数は都道

府県立図書館5館、市区町村立図書館469館と計474
館が指定管理者制度等で運営されている17。 
日本図書館協会の調査では指定管理者制度等と

しているため、TRCが報告している指定管理者での

運営館数には多少の誤差が考えられるが、指定管理

者制度による公立図書館運営をしている約7割が

TRCの受託館となっている。 
2007年にTRCは大日本印刷株式会社と業務提携

および資本提携を開始し、2010年に丸善株式会社

（現・丸善雄松堂株式会社）と共同持株会社CHIグ
ループ株式会社（現・丸善CHIホールディングス株

式会社）を設立しその傘下となった。 
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3.1.2  TRC-DLについて 

TRCは、2011年に電子図書館サービス「TRC-DL
（TRC-Digital Library）」の運用を開始した。現在

のタイトル数は概数で12,000冊である。 
TRC-DLを導入する公立図書館は電子書籍タイト

ルから選書することが可能となっている。また、

TRC MARCの利用も可能であり、OPACで、紙の書

籍と電子書籍の両方の検索も可能となっている。 
2016年10月時点で、国内の電子書籍サービスは、

TRC-DLの導入館が圧倒的に多く、公立図書館42館
にサービスを導入している18。基本的に買い切りタ

イプで利用期限はなく、出版社から1〜3のライセン

ス数が設定されている19。大部分の価格は、紙の書籍

の1.2〜1.3倍の値段×ライセンス数分である20。 
	 上述の通り、指定管理者制度による運営をしてい

る公立図書館の約7割がTRCに依頼している。また、

TRCによる資料の納入やTRC MARC、資料の装備

等のパッケージプランを導入する公立図書館も多

い。 
	 ただし、こうした状況が進行していけば、公立図

書館運営の基本的機能であるコレクション構築の

経験、力量などが蓄積、継承がされず、運営ノウハ

ウは限りなくTRC等民間企業側に移行していくで

あろう。 
 
3.2  公立図書館向け電子図書館サービス	 -TRC以

外- 
	 本節では、各社の公立図書館向け電子図書館サ

ービスの特徴、現状などをまとめておく。 
 
3.2.1  日本電子図書館サービス 

KADOKAWA、講談社、紀伊國屋書店の3社は、

学校・公立図書館向けの電子書籍貸出サービス提

供の準備を始めるために合弁会社「株式会社日本

電子図書館サービス（以下、JDLS）」を2015年10
月15日に設立した。JDSLの目指す方向は、「電子

図書館の健全な普及の為に、図書館も納得出来

て、出版社も納得できる新たな“ルール”を皆様

に提案していきたいと考えております。」としてお

り、出版社の意向を酌んだビジネスモデルとなっ

ている。 
 

3.2.2  LibrariE 
	 JDSLが提供するLibrariEは、「ワンコピー／ワン

ユーザー型」と「都度課金型」という2種類を設定し

ている。「ワンコピー／ワンユーザー型」は、公立図

書館での電子書籍初回購入時のモデルである。1ラ
イセンスで1ユーザーのみに貸出が可能なモデルで

あり、2年間または 大52回貸し出せる制限付きと

なっている。また、価格は出版社には底本の1.5倍～

2倍を推奨している。 
「都度課金型」は、ワンコピー／ワンユーザー型

からのライセンス更新時に選択が可能となってい

る。基本的には貸出が減った作品を想定しており、

ワンコピー／ワンユーザー型の26分の1の価格を、

貸出がある度に都度課金する。 
しかし、年間の予算が前もって決定されている公

立図書館では、どの程度の貸出(=支払)があるかが想

定できない都度課金型の契約は、予算管理・執行上

の制約から難しい。 
 
3.2.3  メディアドゥ 
メディアドゥは、著作物のデジタル流通事業を行

う電子書籍販売代理店である。着メロ、着うたの配

信により起業し、徐々にデジタルコンテンツ類を中

心とした配信事業に進出してきた。2010年には、

CCC(カルチャー・コンビニエンス・クラブ)21と業務

提携、資本提携を行っている。2016年12月時点では、

図書館向けの電子書籍サービスの直接展開は行っ

ておらず、OverDrive Japan及び楽天と提携した展

開を行っている。 
 
4.2.4  OverDrive	 Japan 

OverDrive Japanでは、講談社をはじめとした国

内出版社作品や、ランダムハウスやハーパーコリン

ズ等の海外出版社の作品を提供している。米国

OverDriveとのネットワークによって、日本での配

信が許可されている英語、ドイツ語、フランス語、

スペイン語、中国語、ロシア語等の50言語以上、70
万冊以上の書籍をそろえる。 
多文化サービスには役立つであろうが、多文化サ

ービスは公立図書館としては全体の電子書籍サー

ビスの一部であり、2016年12月時点での導入は3館
に留まる。OverDrive Japanは、メディアドゥ及び

楽天と提携をしている。 
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3.3  本章のまとめ 
	 本章では、主要な電子書籍サービス提供のベンダ

ーの現状を把握した。電子書籍提供サービスは、複

数のベンダーにより提示されているが、基本的には

「アクセス権」の年間契約である。また、契約パッ

ケージに含まれる電子書籍の単価を概算すると、概

ね、紙書籍の数倍であり、費用対効果の点からも疑

念が残る。 
	 電子書籍提供ベンダーに「おんぶにだっこ」とい

う状況が進行していけば、公立図書館運営の基本的

機能であるコレクション構築の経験、力量などが蓄

積、継承がされず、電子書籍サービス提供の運営ノ

ウハウは限りなく電子書籍提供ベンダー側に移行

していくであろうことが危惧される。 
 
４．商用電子書籍導入の問題点と課題 
4.1  出版社側の問題点 
出版社と公立図書館の関係については、図書館の

複本購入と貸出をめぐって、両者の間で議論がされ

てきた。図書館によるベストセラー等の多数の複本

購入や、新刊の貸出が書籍の売上低下につながって

いるのではないか、という出版社側の懸念が議論の

中心である。背景には、構造的な出版不況、公立図

書館数の増加と貸出の増加、図書館予算の削減など

多くの要因がある。 
こうした事態に対する出版社側の基本的な認識

を、少し、長文になるが、日本書籍出版協会の見解

22から引用しておきたい。 
 
	 「図書館との連携」より抜粋 
	 出版界が，戦後一貫して右肩上がりの成長を続

けていたころ，図書館も国民の文化的な生活の向

上を支える機関として，また，市民サービスを重

視した図書館人の先導によってその役割を高め

ていった。 
しかしその一方で，公共図書館における資料購

入予算は，1998年（平成10）の約369億7000万円

をピークに減少を続けており，2005年（平成17）
には307億3000万円にまで落ち込んだ。この時期，

出版界の総売上げも1996年以降マイナス成長に

転じ，2005年までの10年間で，書籍販売冊数で

20％，書籍・雑誌をあわせた販売金額で17％の減

少となった。 
このように出版不況といわれるなかで，図書館

の貸し出し冊数は，1975年（昭和50）の6900万点

から2005年には6億1700万点と，30年間で約9倍
という実に著しい増加を示した。この時期に図書

館数は1048館から2953館と2.8倍になっているの

で，この点を勘案しても，1館当たりの平均貸し出

し冊数は約3倍以上になっていることになる。 
このような状況のなかで，図書館を出版不況の

原因のひとつとするような意見が出されてきた。 
一方，図書館界では，上述の資料費削減や図書

館職員における司書の減少など，環境はきびしさ

を増してきている。2002年から03年ころを頂点と

した，作家・出版社と図書館の論争はそのような

両者の現状への不満がぶつかりあったものとい

えよう。 
この論争を経て，図書館貸し出し調査が行われ，

ベストセラー本の貸し出しの実態が完全とはい

えないまでも明らかになった。また，図書館をめ

ぐる著作権問題に関しては，権利者側と図書館側

で，図書館当事者間協議会が02年から開始され，

図書館における著作物の利用に関して，いくつか

のガイドラインが合意されるなどの成果をあげ

てきている。 
今後，進展するデジタル化のなかで，出版社も

図書館も従来の役割を大きく変えていかざるを

えない状況がきている。 
 
	 出版社側の危機意識が滲み出た文章である。と

もあれ、「論争」の経緯を簡単にスケッチしておき

たい。 
	『図書館雑誌』1998年5月号に掲載された、津野海

太郎の「市民図書館という理想のゆくえ」は、図書

館はベストセラーよりももっと多様な資料購入に

予算を使うべきだという論であり、『図書館雑誌』上

で議論が行われた。 
林望の「図書館は『無料貸本屋か』」では、著名な

作家やマスコミがこの問題を取り上げたことで、さ

らに論争は加熱していった23。 
	 2002年頃には、複本問題やベストセラー購入に関

する文献が多く発表されていたが、2004年頃を機に

沈静化していた。その一つの理由として、2003年に、

日本図書館協会と日本書籍出版協会が共同で行っ



59  

た調査結果「公立図書館貸出実態調査 2003報告書」

がある24。 
  ベストセラー、各賞の受賞作品、それらの文庫版

について、自治体内図書館での所蔵冊数、貸出冊数、

予約件数を調査したものである。その結果から、図

書館の貸出サービスが書籍の売上を妨げていると

いう根拠はないということがある程度理解された25。 
	 しかし、すべての批判が消えたわけではなく、著

者や出版社からの図書館への批判は根強くある。ま

た、新刊貸出の猶予を求める声も一定存在する。直

近では、2015年10月に行われた全国図書館大会で新

潮社が著者と版元が合意した新刊について、貸し出

しを１年間の猶予を要望したことも話題になった。

背景には、公貸権の導入待望論もある。 
	 代表的なものに、2015年の全国図書館大会分科会

での講演や、その講演をまとめた『2015年 「図書館

と出版」を考える 新たな協働に向けて』での図書館

の批判がある26。また、朝日新聞デジタルなどもこれ

を後追いしている27。 
	 これらに対抗して、「図書館の発展は出版文化も

発展させる」というタイトルで、雑誌『出版ニュー

ス』に記事が掲載されている。田井は記事において、

書籍の売上と図書館の貸出サービスの関連性を数

値で検証し、貸出冊数が書籍の売上に直接的に関係

しているとは言えないとした上で、図書館で借りら

れなくなれば書籍を購入するだろうという考えに

疑問を呈している。また、結論として、本を読む人

が増えることが両者の発展につながると述べてい

る28。 
	 どちらの立場からも確固たる実証が提出できな

いことから、この問題は根本的解決を目指すという

よりは、双方の妥協点を探し、今後の方針を立てる

ことが重要である。以上は紙媒体書籍のベストセラ

ー本と公立図書館での複本購入、大量貸出をめぐる

論争である。 
	 しかし、電子書籍貸出サービスとなると、また

同じ問題が持ち上がってくる。さらに、これまで

は、多くの場合、公立図書館に来館し紙資料を貸

出するほかなかったものが、利用者が自宅等の任

意の場所から、任意の時間帯に公立図書館もしく

はベンダーのウェブサイトにアクセスし、非常に

手軽に電子書籍の貸出できるようになる。あまり

に手軽に利用できてしまうために、従来以上に出

版社の利益を阻害するのではないか、というのが

出版社側の危惧である。この点について、今少

し、考察を進めたい。 
	 紙書籍等の場合には、出版社側において「定価

販売」を基本として流通している。このため、個

人の購入、図書館の購入を問わず、「一物一価」で

あった。否、むしろ図書館での購入は特定の書店

との継続的かつ多額の取引を背景に「歩引き」29と

いう実質的なディスカウントが行われてきた。 
	 また紙書籍等の場合には、著作権法第38条第4項
の規定により、公立図書館等における非営利かつ無

料の貸出は、貸与権の制限を受けており、公立図書

館での館外貸出の法的根拠でもある。 
このため出版社側では、図書館における複本等の

多量貸出は、得べかりし販売機会の逸失と捉えられ、

公立図書館における貸出冊数と書籍売り上げとの

間に、トレードオフ関係を想定し、複本購入、多量

貸出批判へとつながっている。 
	 次に、実際の日本の公立図書館においての事例を

ひとつ挙げる。複本問題の議論が白熱していた2003
年に常世田は、出版社と公立図書館の問題について

言及している30。その中で、「図書館が果たしている

役割の一つは、「本のショーウィンドウ」である。」

と述べている。根拠として、浦安市に中央図書館が

開館し、貸出冊数が全国1位になって以降、市内の書

店も増加し、売上も伸びている点や、利用者アンケ

ートにおいて、「図書館の本で内容を確認してから、

購入したことがありますか？」との質問に、56.5%
の利用者は「ある」と答えている点等を挙げている。 
	 これは、先述した結論と相違するが、読み進める

と、書店の店頭から返品された後の書籍と出会う場

として、「本のショーウィンドウ」と述べているとわ

かる。まさに、その節のタイトルにもあるように、

「図書館と書店は役割を分担し合っている」という

ことだ。公立図書館が所蔵する資料は、書店で平積

みにされる新刊だけではなく、一部の利用者しか借

りない教養書・学術書も一定の割合を占めていると

いう点は、複本問題の際からしばしば指摘されてい

る。 
	 同じ「ショーウィンドウ」という言葉が使われて

はいるが、米国の図書館は、書店の代わりとなる新

刊の購入をうながす役割としての「ショーウィンド

ウ」であり、常世田が指すのは、新刊の時期が過ぎ
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書店が店頭に置かなくなり、取り寄せなければなら

ない本の購入のきっかけ作りとしての「ショーウィ

ンドウ」である。年間8万点弱に及ぶ新刊書の洪水の

中で、委託販売制度と相まって、書籍の店頭存在の

短さが背景にはある。 
	 これは紙の書籍に関する論述であり、紙の書籍と

電子書籍には、実際に物として所蔵できるかという

大きな違いがあるため、まったく同じことだと言う

ことはできない。特に、ダウンロード型ではなくア

クセス型の電子書籍は、それ以前の「所有」という

考え方が通じない。 
	 しかし、電子書籍の場合では著作権法上は「貸与」

ではなく、「公衆送信権」が働く。すなわち、公立図

書館が市販の電子書籍を購入し、自ら管理するサー

バー等にアップロードして利用者に提供すること

は、「公衆送信権(送信可能化権を含む)」の違法行為

となる。このため、電子書籍の提供においては電子

書籍の提供ベンダーとの間で、個別に契約を結ぶ必

要がある。 
	 このため電子書籍の提供において、出版社、提供

ベンダー側は、(1)提供電子書籍の選別、(2)価格設定、

(3)貸出条件や貸出制限、(4)その他必要と考えられる

付帯条件などを契約条件として独自に設定ができ

る。 
	 電子書籍が導入されると契約によって、出版社

側、提供ベンダー側または相互の調整により各種

の制限が設定できる。また、複本問題の一部とし

て、出版社側から指摘されているベストセラー本

の「寄贈呼びかけ」などの事態も発生しない。こ

うしたことより、複本の問題は、電子書籍貸出サ

ービスでは、単なる複本導入の契約に収斂され

る。 
 
4.2  英米での電子書籍貸出の影響調査 
	 なお、日本では2016年末において、公立図書館

の電子書籍貸出サービスそのものが少数館での試

行的実施の段階にあり、同サービスによる影響調

査は、行われていない。そこで、一つの参考とし

て欧米での調査事例を紹介しておきたい。 
 
4.2.1  英国での調査事例 
	 2014年から2015年にかけて、英国出版協会と英国

図書館長協会によって共同で実施された、公共図書

館の電子書籍貸出の影響を測定する目的のプロジ

ェクト、”Pilot Study on Remote E-Lending”では、

「電子書籍を借りた人のうち39%は今後、書店を訪

れる頻度が減るだろうと考えており、37%が新たに

紙の図書を買うことも減るだろうと考えている」と

されており、出版社の懸念そのものといえる。さら

に、「プロジェクトでは電子書籍を借りる際に購入

するボタンも設置していたが、このボタンをクリッ

クしたものはごくわずかにとどまった」とある31。 
	 日本では、図書館のOPACで蔵書検索をすると、

書誌データとともにアップストアのようなネット

書店のリンクが表示されるという試みはあるが、そ

れは紙の書籍を外部のサイトから注文するのであ

って、電子書籍サービスの購入ボタンとは意味合い

が異なり、また、それもあまり成功していない印象

である。 
	 電子書籍大国と呼ばれる米国の図書館向け電子

書籍サービスにおいて、90%以上のシェアを持つ、

OverDrive社の電子書籍サービスの特徴として、書

籍のタイトル横に「Buy It Now」ボタンが表示され

る点がある。貸出中ですぐに利用ができない場合や、

読了後に購入することを想定し、実装されている。 
興味深いのは、「電子貸出サービスで本を借りた

人のじつに40％が、同じタイトルを購入しているこ

とが、データから判明した」と同社の社員が述べて

いる点である。これは、先ほどの英国でのプロジェ

クトとはまったく異なる結果を示している32。これ

について、4館の小さな図書館でのテストに過ぎな

いこと、イギリスにおいて電子図書館で電子書籍を

クレジットカードで「買う」というユーザーの認識

が低いことを理由として挙げている。 
また、電子貸出サービスで資料が貸出されると紙

の書籍が売れるというのは北米の事例であること

も指摘している33。出版社と図書館の双方が利を得

る方法を模索するには、利用者の意識が大きく関わ

るということが推察できる。 
	 購入ボタンは、米国の大手出版社であるSimon & 
Schuster社が、2014年6月、図書館に新刊電子書籍

を解禁する際、「購入ボタン」の設置を条件に挙げた

ことからも、少なくとも米国では、書籍の売上を阻

害しないために有効な手段であると出版社側に考

えられていることがわかる34。 
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4.2.2  米国での電子書籍提供の現状 
	 電子書籍先進国である米国の状況も参照してお

きたい。米国は公立図書館の電子書籍導入率が94%
となっており、電子書籍しか所蔵しない公立図書館

もすでに存在する35 36。 
	 米国で、初めて電子書籍のみの図書館が誕生した

のは2010年、テキサス大学サンアントニオ校の大学

図書館でのことだった。その後、2013年、テキサス

州に誕生した、紙の資料のない公共図書館“Biblio 
Tech”は、2015年に2館目を開館し、2017年には3館
目を開館予定としている。37これは第一館目が開館

する前の情報だが、電子書籍リーダーの導入台数は

700台で、貸出期間を過ぎると電子書籍リーダーは

使用できなくなるように設定されているとしてい

る3839。また、電子書籍リーダーの返却が遅れる、ま

たは紛失されると罰金が科される40。 
	 “Ebook Business Models for Public Libraries”の
中で、アメリカ図書館協会（以下ALA：American 
Library Association）は、図書館と出版社が結ぶ契

約がどのようなビジネスモデルであっても必要な3
つの条件として、以下の3点を挙げている41。 
・市販される全ての電子書籍タイトルは図書館でも

利用できるようにすること 
・図書館が購入した電子書籍を他の電子書籍プラッ

トフォームに移行したり、無制限に貸出ができるよ

うな権利を含めた選択肢を図書館が持てるように

すべきこと 
・電子書籍の発見可能性を高めるため、出版社から

提供されるメタデータやマネジメントツールに図

書館がアクセスできるようにすること 
	 先述した通り、米国において電子書籍導入館は

94%であり、大多数を占めているが、現在も出版社

ごとに調整や導入実験が行われている。 
	 書店が減少する米国では、図書館が、電子書籍を

見るためのショールームの役割を果たしていると

考えられる。これは、2012年にALAが公表した

“Ebook Business Models for Public Libraries”の
中で述べられている、図書館で出版社の全書籍リス

トを見られるようにし、図書館にリクエストをする

か、利用者が購入するかを選択するという、「出版社

のショールーム化」という提案と一致する42。 
	 米国で電子書籍が普及した原因について、米国で

は国土と人口に対して書店が非常に少なく、多くの

国民にとって気軽に行く場所ではないという点が

ある。米国は日本の25倍の広さの国土であり、人口

は2.5倍以上にも関わらず、書店数が2014年時点で

13,928店舗しかない43。日本は13,943店舗であり、

減少が続いているものの、国土や人口に対する書店

数の割合において、米国を大きく上回る44。日本で電

子書籍の普及が遅れているのは、米国に比べ書店が

身近であるという理由もあるだろう。 
	 このことにより、現時点の日本においては、書籍

のショールームの役割の多くは書店が担っている

のではないかと考えられる。 
ただし、こうしたショールーム要素は書籍品揃え

の豊富な大都市部における大型書店に限定されよ

う。さらに、こうした大型書店においても、個々の

ユーザーは「ウィンドウ・ショッピング」を行い、

実際の購入はネット書店で行うという傾向が、2015
年頃から見受けられる。発端はアマゾンによるプラ

イム会員向けの配送料金の無料化であった。 
	 こうした傾向を助長したアマゾンが米国におい

て「リアル書店」を実験的店舗として2016年より開

始したことは興味深い。ただし、この「リアル書店」

は、実際の書籍販売機能よりもアマゾンの紙書籍、

電子書籍及び関連するコンピュータ・デバイス等の

ショールーム的要素とネット通販サイトアマゾン

への導線的役割と位置づけられる45。 
 
4.3  電子書籍提供ベンダーとの契約 
4.3.1  一般向けの電子書籍のビジネスモデル 
	 公立図書館向けの電子書籍のモデルに触れる前

に、まず、一般向けの電子書籍のビジネスモデルに

どういった動きがあるのかを簡単に見ていきたい。 
	 以前は電子書籍を端末にダウンロードする形式

が大多数だったが、現在では、アクセス権を購入し、

アクセスして読書をするという形式が主流になっ

ている。また、コミックと文字ものの書籍だけでな

く、音楽、映像等さまざまなコンテンツの垣根がな

くなりつつあるのも、近年の大きな動きである。 
	 また、一般向け電子書籍の契約では、紙の書籍と

電子書籍をセットで販売するバンドル販売、注文後

に印刷版を 低1部単位で生産するプリントオンデ

マンド（POD）等、用途に応じ多くの試みがなされ

ている。 
	 特に近年は、読み放題や聞き放題等、サブスクリ
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プション型（月額定額制）が注目されている。日本

におけるサブスクリプション型は、NTTドコモが提

供する雑誌読み放題サービス「dマガジン」の知名度

が高い。ドコモユーザーに限らず利用でき、2015年
6月には契約者数200万人を突破した46。 
	 2016年8月には、米国でサービスを行っていたア

ップストアの電子書籍読み放題サービス「Kindle 
Unlimited」が日本でも開始したが、その月のうちに、

当初はサービス対象であった人気タイトルがサー

ビス対象外となりニュースになった。原因は「出版

社に支払う予算不足」とのことで、今後に課題が残

る47。 
	 このように、一般のユーザー向け電子書籍に関

しては、電子書籍の利用も増加し、それにともな

い、さまざまなビジネスモデルが生み出されてい

る。 
	 それに対し、国内の公立図書館における電子書

籍導入のモデルは、導入館が少数であることもあ

り、いまだ未発展である。 
 
4.3.2  日本での図書館等の電子書籍提供の契約条

件等 
	 電子書籍貸出サービスの提供方法については、ま

ずベンダーにより異なる。さらに、貸出冊数や端末

の設置等は各館によって定められている。 
	 電子書籍の提供方法には、ブラウザにアクセスし

て閲覧する形と、専用アプリをインストールして閲

覧する形がある。TRC-DLやメディアドゥと

OverDriveのサービスは、ブラウザにアクセスする

形だが、秋田県立図書館ではPCの閲覧は不可となっ

ており、専用アプリからの閲覧のみとなっている48。

武雄市MY図書館はその両方が可能となっており、

前者は常時インターネットにアクセスする環境が

必要だが、後者はダウンロードして読むことができ

るとしている49。 
	 貸出冊数に関しては、公立図書館ごとに独自に設

定されている。一般資料の貸出期間と揃えている館

もあれば、紙の資料と電子書籍との間で差異をつけ

ている館も存在する。また、共通しているのは、貸

出期間を過ぎると、返却手続きをしなくとも自動的

に返却される仕組みである。これは紙の資料と異な

り、督促の必要や紛失の可能性がない電子書籍の利

点である。 

	 また、電子書籍サービスを利用するためには、ID
とパスワードが必要となる。電子書籍を利用するた

めに、電子書籍用のIDとパスワードが、公立図書館

の利用者カードとは別に必要な場合や、公立図書館

のWebサービスのIDパスワードをそのまま利用す

る場合もある。 
	 電子書籍の利用者として、非来館者、高齢者、障

碍者が挙がっていながら、電子書籍サービスの登録

のために来館しなければいけないシステムでは、障

碍者、高齢者への配慮に欠けるに留まらず、開館時

間内に来館することが困難な者、立地的な問題を抱

える利用者にとっても、電子書籍の利用することに

障害が残るのではないか。電子書籍のメリットを活

かす整備が行われているのか疑問が残る。 
	 利用端末は、利用者個人のコンピュータ、タブレ

ット等の端末を想定している図書館が大多数を占

める。また、おおぶ文化交流の杜電子図書館では、

タブレット端末の館内貸出を実施している50。 
	 そして、OverDriveJapanを導入している潮来市

立図書館と龍ヶ崎市立中央図書館では、ヘルプ画

面が米国のOverDriveの英語版ヘルプにつながり、

日本の利用者、特に電子書籍サービスの利用者と

見込まれている障碍者、高齢者への配慮に欠け

る。 
TRC-DLが用意しているヘルプページの中で、各

図書館が定め、編集するべき「利用規則につい

て」の項目が、流山市立図書館、赤穂市電子図書

館、豊後高田市立図書館では編集されておらず、

貸出冊数や貸出期限等の利用規則に関しては、電

子書籍のページではなく、図書館のホームページ

の別のページを参照しないといけなくなってお

り、利用者の混乱を招く可能性がある。 
 
4.4  本章のまとめ 
	 本章では、商用電子書籍サービス導入の問題点

を出版社側、公立図書館側に分けて論じた。併せ

て、英米諸国における公共図書館の電子書籍提供

の現状例も参考に付した。 
	 電子書籍市場がさらに大きく羽ばたいていき、

公立図書館における電子書籍提供サービスが拡大

し、地域住民から大いに活用されることを強く望

む。 
本稿では便宜上、商用電子書籍として一括して論
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議の対象とした。 
しかし、商用電子書籍出版には、純商業出版、

教育・学術出版、政府刊行物など多様な出版物が

存在する。こうした多様な出版物を組織化し、そ

の組織化自体を連携・組織化していくための技術

インフラが必要となる。 
本稿では言及に及ばなかったが、IDPFはW3Cと

の合併によって、技術インフラがWebテクノロジ

ーと不可分であることを示した。EBook2.0 
Magazineは、これについて次のように述べている

51。 
 
	 	 IDPFがW3Cに吸収合併されることで何が変わ 
るか、あるいはそもそもこの統合がうまく機能

するかどうかは未知数な部分が多く、今年1年の

動きから目が離せない。しかし、現実的に考え

て、EPUBをより総合的なものとして持続的に発

展させ、出版を未来につなげるにはそれしかな

かった。(中略) 
	 	 標準化ニーズは、ファイル形式、サービス仕

様、 
メタデータ仕様などに分かれる。標準があれ

ば、 
異なるサービス間の連携、統合も容易化され、

関 
連タイトルが探しやすくなり、一つのサービス

の 
停止がユーザーにダメージを与えることも少な 
くなる。これらはコンテンツを社会的に有用な

ら 
しめるために必要なもので、出版が本来の目的

で 
あるコミュニケーション手段としてのパフォー 
マンスを発揮するための社会的インフラと言え 
る。 

	 	 この時代の「出版ビジネス」のデジタル標準

を 
W3Cと連携を維持しつつも別に策定するには、

出 
版業界の側に相当な力がなければならないが、

少 
なくとも商業出版の側からデジタルのビジョン 
を提示するものはなく、その機会は無謀かつ無

定 
見な「価格戦争」によって 終的に失われたと

筆 
者は考えている。高価格によって市場に水をか

け 
る企業が、E-Bookの普及を促進する標準の方向

を 
リードすることはあり得ないからだ。 

	 	 これが出版界へのレクイエムのならず、新し

い扉の始まりとするには、関係者の一層の努力

が必要である。 
 
	 なお、2016年12月現時点での電子書籍業界図を

付録Aとして別紙に付記しておく。合従連携の様子

がよく見通せる。 
 
５．公立図書館における非商用電子書籍サービス

等について 
5.1  非商用電子書籍導入の根拠 
非商用電子書籍サービス提供の意義や重要性は

図書館法52や、日本図書館協会図書館政策特別委員

会による「公立図書館の任務と目標」（1989年1月	

確定公表	 2009年4月	 改訂増補）53等にも示され

ている。 
しかし、非商用電子書籍を導入する根拠となる法

律や宣言はあるものの、非商用電子書籍の導入はま

だ少数である。『電子図書館・電子書籍貸出サービス

調査報告2016』のアンケート結果によると、回答し

た466館の内、「デジタルアーカイブ」を提供してい

ると答えた図書館は21％にとどまっている54。 
郷土資料を中心とした非商用電子書籍は、例えば

初等中等教育等の調べ学習55にも役立つであろうし、

またインターネットを介して配信することによっ

て世界に向けて地域を紹介することが可能となる。

日本研究情報発信や地域観光振興などにもメリッ

トが大きい。 
 
5.2  非商用電子書籍提供の事例 
	 本節では、公立図書館での非商用電子書籍提供の

事例を取り上げる。以下は、いずれも一定の特色の

ある公立図書館での非商用電子書籍提供の事例で

ある。 
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5.2.1  岡山県立図書館	 デジタル岡山大百科 
「デジタル岡山大百科」は、「郷土岡山について百

科事典的に調べられることを目指して」作成された

岡山県立図書館の運営する県民参加型の電子図書

館である56。電子図書館の構想は1996年の岡山県高

度情報化実験推進協議会が岡山情報ハイウェイ構

想を推進するために設けた実証実験に岡山県総合

文化センターが図書館、企業等と電子図書館ネット

ワーク研究会を組織し、協賛参加したことから始ま

った。 
2004年には新館開館を機にデジタル岡山大百科

を本格稼働させ、現在に至る57。なお、別表5はデジ

タル岡山大百科のコンテンツ数等の推移、別図1は
アクセス数である。 
デジタル岡山大百科は以下の三つの機能を提供

している。 
 
 (1) 郷土情報ネットワーク 
  郷土情報ネットワークは、県民、県内企業、教育

施設、地方公共団体等の参加による岡山県に関する

郷土情報の電子アーカイブシステムである。郷土岡

山に関するホームページやビデオ等を検索し、視聴

することができる。主なアーカイブに和装本、絵図・

古地図、池田家文庫絵図、デジタル絵本、カバヤ文

庫等があり、コンテンツは、動画、ホームページ、

音声、文字、画像等多岐にわたる。平成27年度末の

登録件数は177,658件となっている58。 
	 オプションとして、広く「新しい郷土情報」も募

集しており、同「郷土情報募集」概要へのリンクが

ある59。 
	 さらに、「郷土情報の制作をしたくても、ソフトウ

ェアがない・・・といった場合」にとして、県立図

書館が提供する「メディア工房」の活用を勧めてい

る。参加型デジタルアーカイブへの試みとして評価

できる。 
  なお、著作権等を明確にするため、登録には以下

の承諾を要する、と条件を付している。 
・登録する郷土情報のインターネット公開について、

利用制限を設けず、永続的であることに同意します。 
・登録する郷土情報の著作権及び肖像権等について、

インターネット公開に必要な権利処理を行います。 
・登録する郷土情報の内容に推論等を含めず、全て

客観的な事実に基づいて作成します。 

・登録する郷土情報について、人権に配慮した内容

とします。また、公序良俗に反する内容にもしませ

ん。 
・登録する郷土情報について、岡山県・岡山県教育

委員会等の広報活動に利用されることに同意しま

す。 
 
(2) 岡山県図書館横断検索システム 
岡山県内の公立図書館や大学図書館等が所蔵し

ている図書資料を一括して検索できる。 
オプションとして「図書館相互貸借」の利用法の解

説が行われている。 
 
(3) レファレンスデータベース 
岡山県内の公共図書館等に寄せられたレファレ

ンス（調査相談）をデータベース化している。 
オプションとして、県立図書館のオンラインレファ

レンス・サービスへの案内及びリンクがあるのは、

工夫であろう。 
「デジタル岡山大百科」は、全体として、丁寧な

デザインのもとに利用者本位の作りである。なお、

同事業担当者による詳しい解説論文があるので参

照されたい60。 
 
5.2.2  イーハトーブ岩手	 電子図書館 
岩手県立図書館電子図書館は、岩手県立図書館

が所蔵する古文書・古記録・古絵図等の資料をデ

ジタル化して公開している61。以下が、主なメニュ

ーである。 
 

(1) イーハトーブ岩手	 電子図書館 
 イーハトーブ岩手電子図書館は平成15年度より公

開が開始されている。岩手県立図書館が所蔵する古

文書・古絵図等のデジタル画像、および宮沢賢治・

石川啄木関係資料のデジタル画像などを公開して

いる。表6はイーハトーブ岩手電子図書館のアクセ

ス数である。 
 
表 6	 イーハトーブ岩手電子図書館アクセス数	

年度 アクセス数 

平成 17 年度 3,804 件 *1 

平成 18 年度 5,282 件 *2 
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平成 19 年度 5,136 件 

平成 20 年度 4,674 件 

平成 21 年度 4,353 件 

平成 22 年度 5,095 件 *3 

平成 23 年度 4,834 件 

平成 24 年度 4,209 件 

平成 25 年度 3,218 件 

平成 26 年度 2,894 件 

平成 27 年度 4,159 件 *4 

*1	 現図書館への移転のため、11 月 30 日までのアクセスロ

グとなる。 
*2	 現図書館への移転のため、5 月 8 日からのアクセスログ

となる。8 月分のログは欠。 
*3	 サーバリプレースによるサイト公開停止により、10 月分

のログは 10 月 1 日～18 日分のみ。 
*4	 サーバリプレースによるサイト公開停止により、10 月分

のログは無い。 
 
(2) デジタルライブラリーいわて 
	 デジタルライブラリーいわては平成23年度より

公開されている。岩手県立図書館が所蔵する古文

書・古記録・古絵図等の資料をデジタル化して公開

している。書名や郷土和本分類から収録資料を検索

することができる。表7はデジタルライブラリーい

わてのアクセス数である。 
	 「当館資料の二次利用について」という著作権処

理関係ページへのリンクがある。この著作権関係の

ページは、記述内容は堅苦しく、活用の意欲をそぎ

かねない。 
	 このデジタルライブラリー岩手のコンテンツに

限らないが、著作権の存続している資料と著作権が

消滅している資料とでは、二次利用の文言について

書き分けが必要ではないだろうか。また、著作権が

消滅しているコンテンツについては、極力、

CC(Creative Commons)などのライセンスによるコ

ンテンツ二次利用の権利関係、手続き関係の明示を

することが望ましい。 
 
	 表7	 デジタルライブラリーいわて	 アクセス数 

年度 アクセス数 
平成23年度 2,302件 
平成24年度 1,772件 

平成25年度 1,459件 
平成26年度 1,360件 
平成27年度 1,23件	 *1 

*1	 サーバリプレースによるサイト公開停止によ

り、10月分のログは無い。 
 
(3) ウェブ展示室 
	 岩手県立図書館で開催した企画展やミニ展示を

インターネット上でも内容の一部を公開している

ものである62。 
 
5.2.3  秋田県立図書館	 デジタルアーカイブ 
	 秋田県立図書館では、デジタルアーカイブをオー

プンライブラリーとデジタルアーカイブで提供し

ている。 
 
(1) オープンライブラリー 
	 オープンライブラリーは、秋田県立図書館の利用

者登録の有無に関わらず閲覧可能である。商用電子

書籍は閲覧用アプリのインストールが必要となる

が、こちらにはPC版も用意されている63。 
	 2016年9月のリニューアル時にも提供コンテンツ

の追加が行われており、その際の追加も含め、2017
年1月の時点で169点のコンテンツが公開されてい

るが、コンテンツの大部分は、秋田県のデジタルラ

イブラリーでも公開されており、現段階では、オー

プンライブラリー独自の役割があるとは考えにく

い。秋田県立図書館によると、オープンライブラリ

ーは商用電子書籍の体験と位置付けられており、そ

のためと考えられる。 
	 また、オープンライブラリーのアクセス数は、開

始時である平成26年3月から平成27年度末までで、

176,072件である。 
 
(2) デジタルアーカイブ 
秋田県内のアーカイブ施設等の所蔵資料を検索・

閲覧できる64。アクセス時点での収録されている電

子化資料類の件数を公開していることは、優れた

オープンポリシーと評価できる。 
さらに、それぞれの参加機関のWeb単位で、画

像、音声などの「資料種別」及び「貴重資料」、

「郷土雑誌紹介」などの「カテゴリー別」のデジ

タル化された資料点数が明示され、どれかを選択
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すると、その対象範囲の検索画面に導かれる。よ

く検討された利用者インターフェイスと評価す

る。 
	 デジタルアーカイブのアクセス数は、開始時で

ある平成24年度10月から平成27年度末までの累計

で、49,763件である。 
なお、秋田県立図書館	 デジタルアーカイブで

の対象機関、及び2017年1月20日時点でのデジタル

コンテンツ数は、次である。 
・秋田県立図書館 (442,514) 
・あきた文学資料館 (34,807) 
・秋田県立近代美術館 (2,090) 
・秋田県立博物館 (446) 
・秋田県公文書館 (126,742) 
・秋田県埋蔵文化財センター (54) 
・秋田県生涯学習センター (306) 
 
5.2.4  札幌市電子図書館 
札幌市デジタルアーカイブは、札幌市立図書館が

運営する「札幌市電子図書館」のコンテンツ類の一

部である65。札幌市や北海道関連資料類のデジタル

化に力を入れている。関係コンテンツ類については、

道内出版社の協力なども得ている。 
また、札幌市内の高等学校等での作成教材なども

収録されており、コンテンツ、運営共に地元密着型

である。ただし、札幌市在住もしくは市内に通勤・

通学している者のみの利用しか出来ない。非商用電

子書籍である図書館や高等学校等が制作した資料

は著作権処理を行い、一般に開放することが望まれ

る。 
 
5.2.5	 調査研究報告書やデジタルアーカイブのリ

ストのリンク 
	 国立国会図書館では、平成21年度「図書館及び図

書館情報学に関する調査研究」事業として、「文化・

学術機関におけるデジタルアーカイブ等の運営に

関する調査研究」を実施している66。若干、時期は古

いが当時の状況が判明する貴重な調査報告書67であ

る。 
	 また例えば、沖縄県立図書館では、「貴重資料デジ

タル書庫」のタイトルのもとに日本国内の公立図書

館デジタルアーカイブのリストをリンクと共に公

開している68。こうしたリストをリンクの仕組みが、

全国の公立図書館、いな、大学図書館等も含めて広

がっていけば、アーカイブにおけるコンテンツ類の

露出度が高まり、コンテンツ類への導線も複線化し

ていく。 
	 ただし、こうした試みが円滑に進行していくには、

個別のリストをリンクの仕組みだけに留まらずに、

総合的な検索システム等の構築も模索される必要

がある。 
 
5.3  公立図書館の非商用デジタルアーカイブの方

向性 
	 本節では、公立図書館の非商用デジタルアーカイ

ブの方向性について考察を進める。前節までは、「非

商用電子書籍」の用語を使用してきた。しかし、「5.2 
非商用電子書籍提供の事例」で見たように、提供さ

れているコンテンツが電子書籍に留まらず、雑誌、

パンフレット、リーフレット、ポスター類、写真、

動画、博物資料等のデジタル化にまで及んでいた。 
こうしたデジタル化コンテンツの多様性を受け

て、本節では「デジタルアーカイブ(のコンテンツ)」
の用語を使用する。 
	 前節では、非商用電子書籍サービス(デジタルアー

カイブ)を提供している公立図書館の代表的な館に

ついて、その特徴を紹介した。こうした先進的と言

われている非商用電子書籍サービス(デジタルアー

カイブ)を検討して、 も懸念を覚えたのは、コンテ

ンツ類に対する二次利用の関連情報である。著作物

をデジタル化してインターネット上で公開するに

は、―それを電子図書館と命名しようが、デジタル

アーカイブと自称しようが―著作権法の公衆送信

権(送信可能化権を含む)が働く。 
すなわち、これらのデジタル発信の事例は、いず

れも対象コンテンツについて著作権の存続の有無

を確認しているはずである。その上で著作権の消滅

しているコンテンツについてはデジタル化、公開へ

と進んでいる。 
一方、著作権が残存するコンテンツについては、

著作権者の承諾のもとにデジタル化と公開へと進

んだであろう。すなわち、常識的に考えてデジタル

アーカイブのコンテンツ類においては、運営する図

書館側に、著作権関係の公衆送信権(送信可能化権を

含む)に関する権利関係の情報が保持されていると

考えられる。また、著作権使用の許諾を得たコンテ
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ンツについては、その許諾条件なども記録があろう。 
しかし、こうした背景情報の公開はおろか、今回

において二次利用に触れた内容があったのは、大阪

市立中央図書館や[岩手県立図書館]電子図書館など

少数である69。 
非商用デジタルアーカイブは、地域からの情報発

信による地域活性化の試みの一つという側面も持

つ。そうであれば、デジタルコンテンツ類の二次使

用に関して、より積極的な姿勢が必要ではないのだ

ろうか。 
さらに付け加えるに、今回に管見した非商用デ

ジタルアーカイブにおいて、地域の観光資源情報

とのリンクや関係諸団体との提携など、自治体資

源、地域資源などとの連携が見られなかった。図

書館が図書館の中に留まっているだけで、連携、

協力の範囲が類縁機関の範囲に留まっていること

でよし、とされる時代ではないと考える。 
非商用電子書籍の提供は、公立図書館のみに留

まるものではない。大学図書館、専門図書館、機

関リポジトリなど多様な図書館の館種、さらには

公文書館、博物館等でも行われており、その連携

も期待される。 
 
5.4  デジタルアーカイブの連携、協力の促進 
	 デジタルアーカイブの連携、協力の促進及び利

用者目線での公開においては、いくつかの技術的

な側面についても簡単に触れておきたい。 
 
5.4.1  メタ検索システムの構築、維持 
	 デジタルアーカイブの連携、協力の基盤として、

また、利用者目線での公開促進策としても、メタ検

索システムの構築、維持が求められる70。具体的に

は、都道府県単位で提供されている横断検索型

OPAC(Online Public Access Catalog)のデジタルア

ーカイブ版である。ただし、検索機能は選択したデ

ジタルアーカイブの 小公倍数とならざるを得な

い。 
 
5.4.2  デジタルアーカイブのハーベスティングと

バックアップ・ミラーサイト 
	 デジタルアーカイブのハーベスティング(エージ

ェントプログラムによる自動収集)のためにOAI-
PMH(Open Archive Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting)71などに準拠したAPI72を実

装する必要がある。また、デジタルアーカイブのコ

ンテンツに対するバックアップ等のためにミラー

サイトなどの検討も必要である。 
 
5.4.3  保存メタデータ 
	 さらに標準化された形式での保存メタデータ73の

実装が、長期的なアーカイブのコンテンツの保持

には必要である。 
 
６．まとめ 
	 本研究では、日本における公立図書館の電子書籍

導入等の現状と課題を取り上げた。ここで見えてき

た問題は、以下の点である。 
	 第一に疲弊する地方財政下で図書館費全体の縮

小が進み、一方では専任職員の減少、嘱託職員・臨

時要員等の増加と委託等進行の図書館職員団体の

空洞化の中で、新たなサービスへの取り組みに消極

的な姿勢が懸念される。 
	 第二に、電子書籍提供サービスは、複数のベンダ

ーにより提示されているが、基本的には「アクセス

権」の年間契約である。また、契約パッケージに含

まれる電子書籍の単価を概算すると、概ね、紙書籍

の数倍であり、費用対効果の点からも疑念が残る。 
	 電子書籍提供ベンダーに「おんぶにだっこ」とい

う状況が進行していけば、公立図書館運営の基本的

機能であるコレクション構築の経験、力量などが蓄

積、継承がされず、運営ノウハウは限りなく電子書

籍提供ベンダー側に移行していくであろうことが

危惧される。 
第三に、非商用電子書籍サービス、デジタルアー

カイブに関しても、多岐にわたる組織との連携、協

力の推進の必要性がある。 
第四に、非商用電子書籍サービスにおいて、著作

権処理を行った後に、コンテンツの解放が望まれる。

また、二次利用の使用についても明確に示しておく

必要がある。 
	 1990年代前半に、米国のMichael Backlandは、 
図書館業務及び図書館資料における利用技術につ

いて考察を行い、「紙メディア図書館」(紙資料を紙

で管理)、「機械化図書館」（紙資料をコンピュータ

で管理）、「電子図書館」(電子メディアをコンピュ

ータで管理)の3段階で示した74。 
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音声、静止画、動画、テキスト、数値データ等

がデジタル情報に収束し、日々にネットワーク流

通に移行している。こうした中で、長い歴史過程

の中で住み分けられてきた博物館、美術館、図書

館、文書館等はデジタル社会の中でその「垣根」

は融解しつつある。 
	 こうした新しい時代への移行が見られる現在、

日本における公立図書館の立ち位置を原点から根

本的に考える必要が感じられる。本稿がこのため

のささやかな礎となれば幸いである。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表 1	 電子書籍導入館	 『電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告2016』	 p.15-16 
	 	

名称	 都道府県	 開始年月	
電子書籍貸出サービ

ス名	
提供会社	

1	 千代田	Web	図書館	 東京都	 2007/11	 Lib.Pro		 I-NEO 
2	 堺市立図書館	電子図書館	 大阪府	 2011/01	 TRC-DL	 DNP/TRC	

3	 萩市電子図書館	 山口県	 2011/03	 TRC-DL	 DNP/TRC	

4	 武雄市	MY	図書館	 佐賀県	 2011/04	 武雄市	MY	図書館	 	 	

5	 関市立図書館-電子書籍	 岐阜県	 2011/11	 NetLibrary	 紀伊国屋書店	

6	 有田川	WEB	Library	 和歌山県	 2011/11	 TRC-DL	 DNP/TRC	

7	 大阪市立図書館-電子書籍	 大阪府	 2012/01	 NetLibrary 紀伊国屋書店	

8	 徳島市電子図書館	 徳島県	 2012/04	 TRC-DL	 DNP/TRC	

9	 綾川町電子図書館	 香川県	 2012/04	 TRC-DL	 DNP/TRC	

10	 大垣市電子図書館	 岐阜県	 2012/07	 TRC-DL	 DNP/TRC	

11	 秋田県立図書館	 秋田県	 2012/10	
経葉デジタルライブ

ラリ		
寿限無	

12	 山梨県立図書館	電子書籍	 山梨県	 2012/11	 TRC-DL	 DNP/TRC	

13	 高根沢町電子図書館	 栃木県	 2013/05	 TRC-DL	 DNP/TRC	

14	 豊後高田市立図書館	 大分県	 2013/06	 TRC-DL	 DNP/TRC	

15	 まんのう町立図書館	 香川県	 2013/06	 OverDriveJapan	 メディアドゥ	

16	 明和町図書館	 群馬県	 2013/06	
明和町電子図書館サ

ービス	
凸版印刷	

17	 浜田市電子図書館	 島根県	 2013/08	 TRC-DL	 DNP/TRC	

18	 今治市電子図書館	 愛媛県	 2013/08	 TRC-DL	 DNP/TRC	

19	 志摩市立図書館	電子書籍	 三重県	 2013/09	 TRC-DL	 DNP/TRC	

20	 流山市立図書館	電子図書	 千葉県	 2013/10	 TRC-DL	 DNP/TRC	

21	 赤穂市電子図書館	 兵庫県	 2013/10	 TRC-DL	 DNP/TRC	

22	 大田原市電子図書館				 栃木県	 2013/12	 TRC-DL	 DNP/TRC	

23	 東京都都立中央図書館		 東京都	 2013/01	 TRC-DL	 DNP/TRC	

24	 府中市電子図書館	 広島県	 2014/07	 TRC-DL	 DNP/TRC	
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25	 おおぶ文化交流の杜	 愛知県	 2014/07	 TRC-DL	 DNP/TRC	

26	 まつばら電子図書館	 大阪府	 2014/07	 TRC-DL	 DNP/TRC	

27	 三田市電子図書館	 兵庫県	 2014/08	 TRC-DL	 DNP/TRC	

28	 苫小牧市電子図書館	 北海道	 2014/10	 TRC-DL	 DNP/TRC	

29	 札幌市電子図書館	 北海道	 2014/10	 TRC-DL	 DNP/TRC	

30	 筑西市電子図書館	 茨城県	 2014/10	 TRC-DL	 DNP/TRC	

31	 小野市立図書館	 兵庫県	 2014/10	 TRC-DL	 DNP/TRC	

32	 中野区立図書館	 東京都	 2015/02	
なかのイーブックス

ポット		
凸版印刷	

33	 八代市電子図書館	 熊本県	 2015/04	 TRC-DL	 DNP/TRC	

34	 龍ケ崎市立電子図書館	 茨城県	 2015/07	 OverDriveJapan	 メディアドゥ	

35	 八千代市電子図書館	 千葉県	 2015/07	 TRC-DL	 DNP/TRC	

36	 潮来市立電子図書館	 茨城県	 2015/09	 OverDriveJapan	 メディアドゥ	

37	 山中湖情報創造館	 山梨県	 2015/10	 LibrariE JDLS		

38	 桶川市電子図書館	 埼玉県	 2015/10	 TRC-DL	 DNP/TRC	

39	 明石市電子図書館	 兵庫県	 2015/10	 TRC-DL	 DNP/TRC	

40	 北見市立図書館電子分室	 北海道	 2015/12	 TRC-DL	 DNP/TRC	

41	 さくら市電子図書館	 栃木県	 2016/01	 TRC-DL	 DNP/TRC	

42	 高砂市立図書館	 兵庫県	 2016/02	 TRC-DL	 DNP/TRC	

43	 豊川市電子図書館	 愛知県	 2016/02	 TRC-DL	 DNP/TRC	

44	 さいたま市図書館	 埼玉県	 2016/03	 TRC-DL	 DNP/TRC	

45	 田川市立図書館	 福岡県	 2016/03	 TRC-DL	 DNP/TRC	

46	 宮代町立図書館	 埼玉県	 2016/04	 TRC-DL	 DNP/TRC	

47	 豊島区立図書館	 東京都	 2016/04	 TRC-DL	 DNP/TRC	

48	 播磨町立図書館	 兵庫県	 2016/04	 TRC-DL	 DNP/TRC	

49	 守谷中央図書館	 茨城県	 2016/06	 TRC-DL	 DNP/TRC	

50	 水戸市立図書館	 茨城県	 2016/06	 TRC-DL	 DNP/TRC	

51	 加古川市立図書館	 兵庫県	 2016/07	 TRC-DL	 DNP/TRC	

52	 広陵町立図書館	 奈良県	 2016/09	 TRC-DL	 DNP/TRC	

53	 磐田市立図書館	 静岡県	 2016/10	 TRC-DL	 DNP/TRC	

※なお、龍ケ崎市立電子図書館の電子書籍導入年が2015年と記述されていたが誤記である。	

 
 
別表 2	 運営形態別、電子資料の提供状況	

  
直営 一部委託 指定管理 その他 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

①提供している 240 14% 57 16% 87 22% 5 14% 

②提供していない 1,237 74% 215 62% 256 64% 10 27% 

③提供予定である 67 4% 32 9% 24 6% 2 5% 

未回答 123 7% 45 13% 36 9% 20 54% 

計 1,667 100% 349 100% 403 100% 37 100% 
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別表 3	 運営形態別、提供している電子資料の種類	

提供している電子資料の種類 
直営 一部委託 指定管理 その他 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

①商業的に流通している電子資料 84 29% 17 26% 42 35% 2 29% 

②郷土資料、地域行政資料、特殊コレ

クション等をデジタル化した資料 
178 62% 40 61% 67 56% 4 57% 

③その他 23 8% 6 9% 10 8% 1 14% 

未回答 4 1% 3 5% 0 0% 0 0% 

計 289 100% 66 100% 119 100% 7 100% 

 
別表 4	 TRC 公立図書館受託実績	 都道府県別	 （2016 年 4 月 1 日現在） 
図書館流通センターTRC	 運営実績より 

都道府県名 
公立図書館 

受託運営館数 うち指定管理者 

北海道 20 12 

青森県 3 3 

岩手県 4 1 

宮城県 0 0 

秋田県 1 1 

山形県 2 0 

福島県 7 1 

茨城県 13 13 

栃木県 28 28 

群馬県 0 0 

埼玉県 46 29 

千葉県 14 10 

東京都 122 66 

神奈川県 11 2 

新潟県 19 13 

富山県 0 0 

石川県 0 0 

福井県 1 0 

山梨県 1 1 
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都道府県名 
公立図書館 

受託運営館数 うち指定管理者 

長野県 0 0 

岐阜県 10 10 

静岡県 16 14 

愛知県 31 10 

三重県 6 4 

滋賀県 0 0 

京都府 0 0 

大阪府 47 18 

兵庫県 17 17 

奈良県 6 3 

和歌山県 1 0 

鳥取県 0 0 

島根県 0 0 

岡山県 0 0 

広島県 10 10 

山口県 0 0 

徳島県 7 6 

香川県 2 2 

愛媛県 7 4 

高知県 2 2 

福岡県 16 11 

佐賀県 0 0 

長崎県 1 0 

熊本県 6 3 

大分県 4 1 

宮崎県 3 2 

鹿児島県 12 11 

沖縄県 0 0 

合計数 496 308 
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別表 5	 デジタル岡山大百科コンテンツ数等 

デジタル岡山大百科コンテンツ数等 Ｈ16 年度末 Ｈ17 年度末 Ｈ18 年度末 Ｈ19 年度末 

（１）横断検索システム  

接続市町村数  25(34 市町村) 24(29 市町村） 24 市町（27 市町村） 24 市町（27 市町村） 

接続大学数 3 大学 3 大学 3 大学 5 大学 

対象蔵書冊数 650 万冊 653 万冊 687 万冊 727 万冊 

（２）郷土情報ネットワーク登録件数 26,554 件 41,254 件 40,967 件 68,236 件 

（３）レファレンスデータベース登録件数 644 件 809 件 1,458 件 2,990 件 

	

Ｈ20 年度末 Ｈ21 年度末 Ｈ22 年度末 Ｈ23 年度末 Ｈ24 年度末 Ｈ25 年度末 Ｈ26 年度末 Ｈ27 年度末 

24 市町（27 市町村） 24 市町 24 市町 24 市町 24 市町 24 市町 25 市町 25 市町 

6 大学 7 大学 7 大学 8 大学 8 大学 8 大学 8 大学 9 大学 

882 万冊 924 万冊 958 万冊 1,024 万冊 1,047 万冊 1,064 万冊 1,077 万冊  1,127 万冊 

78,347 件 81,922 件 115,525 件 136,934 件 169,235 件 167,118 件 176,628 件 177,658 件 

3,214 件 3,585 件 3,762 件 3,981 件 4,172 件 4,358 件 4,613 件 4,811 件 
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別図 1	 デジタル岡山大百科アクセス数	

	

 
  H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

図書館横断検索システム 29,006 54,064 107,799 119,227 124,897 136,910 

郷土情報ネットワーク 0 19,325 48,811 68,652 90,209 52,756 

レファレンスデータベー ス 0 1,395 2,892 6,866 9,368 6,698 

合計 29,006 74,784 159,502 194,745 224,474 196,364 

 
 
 

H21 年度 H22 年度 
H23 年

度 
H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

160,554 232,622 735,582 744,768 783,750 910,236 1,001,433 

80,757 84,412 292,017 240,136 236,320 213,958 264,069 

13,898 14,944 66,262 69,034 73,668 73,792 62,656 

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000
1,400,000

図書館横断検索システム 郷土情報ネットワーク

レファレンスデータベース 合計
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255,209 331,978 1,093,861 1,053,938 1,093,738 1,197,986 1,328,158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付録A	 電子書籍業界図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丸善 
 

DNP グループ 

丸善CHI ホールディングス 

TRC（出資者：出資者

日本図書館協会、学

校図書サービス、日

本出版販売、東京出

版販売、大阪屋、栗田

出版販売、日教販、太

洋社、講談社、小学

館、平凡社、新潮社、

偕成社、誠文堂新光

社、晶文社、福音館書

店、東京大学出版会、

雄山閣出版、大明堂） 
 
 

丸善雄松堂

（学術機関、

研究機関向

け電子書籍

Maruzen 
eBook 
Library 提

供） 
honto ブックサー

ビス（運営会社：ト

ゥ・ディファクト出

資会社：大日本印

刷、エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ、丸善

CHI ホールディン

グス） 

丸善ジュン

ク堂書店 

京セラコミュニケーシ

ョンシステム（大学図

書 館 向 け 電 子 書 籍

BookLooper 提供） 
 

 

JDLS 

紀伊国屋書店(電子書籍NetLibrary 提

供) 
 

KADOKAWA 講談社 

2016 年 11 月より提携関係 

 

凸版印刷 

凸版印刷 

2009 年

10 月よ

り 協 業

関係 
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https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanr

i/50/3/50_3_123/_pdf	

[確認：2017年 2月 22日]	
61	[岩手県立図書館]電子図書館	

https://www.library.pref.iwate.jp/digilib/ind

ex.html	

[確認：2017年 2月 22日]	
62	岩手県立図書館ウェブ展示室	

https://www.library.pref.iwate.jp/digilib/ind

ex.html	

[確認：2017年 2月 22日]	
63	秋田県立図書館	 オープンライブラリ	

http://aktpub0001.iri-project.org	

[確認：2017年 2月 22日]	
64	秋田県立図書館	 デジタル・ライブラリー	

https://da.apl.pref.akita.jp/lib/	

[確認：2017年 2月 22日]	
65	札幌市電子図書館	

https://www.d-

library.jp/sapporolib/g0101/top/	

[確認：2017年 2月 22日]	
66	「文化・学術機関におけるデジタルアーカイブ等

の運営に関する調査研究」を実施している。若干、

時期は古いが当時の状況が判明する貴重な調査報

告書である。	

http://current.ndl.go.jp/FY2009_research	

[確認：2017年 2月 22日]	
67	同調査研究報告書のPDFは以下。	

http://current.ndl.go.jp/files/research/2009/

research_report.pdf	

[確認：2017年 2月 22日]	
68	沖縄県立図書館「貴重資料デジタル書庫」	

日本国内の公立図書館デジタルアーカイブのリス

トをリンクと共に公開している。	

http://archive.library.pref.okinawa.jp/?page_

id=9251	 [確認：2017年 2月 22日]	
69	大阪市立中央図書館	

「大阪市立図書館デジタルアーカイブの画像デー

タの二次利用(掲載・放映等)について	

http://www.oml.city.osaka.lg.jp/?page_id=1241	

[確認：2017年 2月 22日]	
70	例えば、EU諸国が運営するヨーロピアナ	

(Europeana)が参考になる。	

ウィキペディア	日本語版	

ヨーロピアナ	(Europeana)	は、絵画、書籍、映

画、写真、地図、文献などのデジタル化された文

化遺産を統合的に検索することができる電子図書

館ポータルサイトである。欧州連合の欧州委員会

が公開しており、欧州連合加盟国（一部非加盟国

含む）のデジタルアーカイブ群のアグリゲータを

指向している	

https://ja.wikipedia.org/wiki/ヨーロピアナ	

[確認：2017年 2月 22日]	
71	weblio 辞書	

OAI-PMH	

フルスペル：Open	Archives	Initiative	Protocol	

for	Metadata	Harvesting		

別名：Open	Archives	Initiative	メタデータ・ハ

ーベスティング・プロトコル，OAIプロトコル	

OAI-PMH とは、データの自動収集によってメタデー

タを交換するためのプロトコルの名称である。OAI

（Open	Archives	Initiative）によって開発が進

められている。単にOAIプロトコルなどと呼ばれ

ることも多い。	

OAI-PMH は XMLの形式を用い、HTTPプロトコル上

でクライアントとサーバ間のデータ転送を行って

いる。システムが自動的にデータを識別してメタ

データの収集を行う作業は「ハーベスティング」

と呼ばれ、ハーベスティングを行うクライアント

システムは「ハーベスタ」と呼ばれている。ま

た、メタデータをハーベスタに提供するサーバー

は「リポジトリ」と呼ばれている。	

OAI-PMH を利用することにより、特定のアプリケー

ションに依存することなく、自動的にメタデータ

を交換することができる。OAI-PMH を採用している
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代表的なものとしては、国立国会図書館デジタル

アーカイブがシステム間連携手段として採用して

いる例や、検索エンジン大手のGoogle がサイトマ

ップを記述するプロトコルとして採用している例

などを挙げることができる。	

2007 年 1月現在の 新バージョンは、2002年に発

表されたバージョン2.0である。なお、日本では

国立情報学研究所（NII）がドキュメントの日本語

翻訳作業を進めている。	

The	Open	Archives	Initiative	Protocol	for	

Metadata	Harvesting	Version	2.0	

	-	（英文）		

Open	Archives	Initiative	メタデータ・ハーベ

スティング・プロトコル	バージョン	2.0	-	（邦

訳）	

http://www.weblio.jp/content/OAI-PMH	

[確認：2017年 2月 22日]	
72	API	 (application	program	interface)	

アプリケーションの開発を容易にするために，OS	

などのプラットホームにあらかじめ備えられたソ

フトウェア資源。描画など共通して用いられる機

能を一定の規約に基づいて利用する。	

http://www.weblio.jp/content/API	

[確認：2017年 2月 22日]	
73	例えば、次を参照。	

PREMIS 編集委員会	編	;	栗山正光	訳『PREMIS 保

存メタデータのためのデータ辞書	:	第 2.0版』	

日本図書館協会,	2010.	
74	M.	K.	バックランド;高山正也,	桂啓壮訳『図書

館サービスの再構築』勁草書房,	1994,	p.8.	
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